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個人の事業税

個人の事業税

個人の方が営む事業のうち、地方税法等で定められた事業（法定業種）に対してかかる税金です。
現在、法定業種は70の業種があり、ほとんどの事業が該当します。

（注）事業用資産（機械や備品など）をお持ちの方は、30ページの固定資産税（償却資産）もご覧ください。

 23区内の個人の事業税に係る都税事務所の所管区域一覧
所管区域都税事務所

千代田区、文京区
中央区、江東区、江戸川区
港区
新宿区、中野区、杉並区
台東区、墨田区、　飾区

千代田都税事務所
中 央 都 税 事 務 所
港 都 税 事 務 所
新 宿 都 税 事 務 所
台 東 都 税 事 務 所

所管区域都税事務所
品川区、大田区
渋谷区、目黒区、世田谷区
豊島区、板橋区、練馬区
荒川区、北区、足立区

品 川 都 税 事 務 所
渋 谷 都 税 事 務 所
豊 島 都 税 事 務 所
荒 川 都 税 事 務 所

（注1）八王子都税事務所・立川都税事務所の所管区域については、92ページをご覧ください。
（注2）主たる事務所等が所在する区の都税事務所の窓口でも申告書・申請書等の受付を行っています。

納める方

都内に事務所や事業所を設けて、法定業種の事業を行っている個人の方
（注）事務所等を設けないで事業を行っている場合には、その事業を行う方の住所又は居所のうち、その事業と最も

関係の深いものをもって、事務所又は事業所とみなされます。

納める額

税額の計算方法は、20ページの「納める額」をご覧ください。

納める時期と方法

原則として8月、11月の年2回。8月に都税事務所・支庁から送付する納税通知書により各納期に納
めます。
このほか、所得税の修正申告をした場合、更正・決定が行われた場合、事業を廃止した場合等の特
別な場合には、上記とは別に、納税通知書に記載する納期限までに納めます。
納付方法について、詳しくは75〜78ページをご覧ください。
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 納める額
税額は、税務署等に提出した確定申告書等の所得金額を基に計算します。

 
事 業 所 得
又は（及び）
不動産所得

（1）

＋
所 得 税 の
事 業 専 従 者
給与（控除）額 −

個人の事業税
の事業専従者
給与（控除）額

（2）

＋
青 色 申 告
特別控除額

（3）

− 各種控除額

（4）

× 税率 ＝ 税額

（1）事業所得又は（及び）不動産所得
前年の1月1日から12月31日までの1年間の事業から生じた事業所得又は（及び）不動産所得で、

事業の総収入金額から必要経費、青色申告特別控除額等を控除して計算します。所得税の確定申告
書第1表及び青色申告決算書、収支内訳書の所得金額欄の金額が当該所得です（ただし、雑所得が
課税の対象となる場合もあります。）。

（2）個人の事業税の事業専従者給与（控除）額
事業主と生計を一にする親族の方が専らその事業に従事するときは、一定額を必要経費として

控除できます。
・青色申告の場合………その給与支払額（所得税の事業専従者給与額）
・白色申告の場合………配偶者の場合は86万円、その他の方の場合は1人50万円が限度

（3）青色申告特別控除額
個人の事業税には青色申告特別控除の適用はありませんので、所得金額に加算します。

（4）各種控除額
① 繰越控除

　次の控除を受けるには、原則として、所得税、住民税、事業税のいずれかの申告を一定の期
限内に毎年行っていることが必要です。

（ア）損失の繰越控除
青色申告者で、事業の所得が赤字（損失）となったときは、翌年以降3年間、繰越控除が

できます。
（イ）被災事業用資産の損失の繰越控除

白色申告者で、震災、風水害、火災などによって生じた事業用資産の損失の金額がある
ときは、翌年以降3年間、繰越控除ができます。

区　分 税率 事業の種類

第1種事業
（37業種） 5％

物 品 販 売 業 運 送 取 扱 業 料 理 店 業 遊 覧 所 業

保 険 業 船 舶 定 係 場 業 飲 食 店 業 商 品 取 引 業

金 銭 貸 付 業 倉 庫 業 周 旋 業 不 動 産 売 買 業

物 品 貸 付 業 駐 車 場 業 代 理 業 広 告 業

不 動 産 貸 付 業 請 負 業 仲 立 業 興 信 所 業

製 造 業 印 刷 業 問 屋 業 案 内 業

電 気 供 給 業 出 版 業 両 替 業

土 石 採 取 業 写 真 業 公 衆 浴 場 業
（ む し 風 呂 等 ）

冠 婚 葬 祭 業

電 気 通 信 事 業 席 貸 業 演 劇 興 行 業 －

運 送 業 旅 館 業 遊 技 場 業 －

－

－

第2種事業
（3業種） 4％ 畜 産 業 水 産 業 薪 炭 製 造 業 －

第3種事業
（30業種）

5％

医 業 公 証 人 業 設 計 監 督 者 業 公 衆 浴 場 業 （ 銭 湯 ）

歯 科 医 業 弁 理 士 業 不 動 産 鑑 定 業 歯 科 衛 生 士 業

薬 剤 師 業 税 理 士 業 デ ザ イ ン 業 歯 科 技 工 士 業

獣 医 業 公 認 会 計 士 業 諸 芸 師 匠 業 測 量 士 業

弁 護 士 業 計 理 士 業 理 容 業 土 地 家 屋 調 査 士 業

司 法 書 士 業 社 会 保 険 労 務 士 業 美 容 業 海 事 代 理 士 業

行 政 書 士 業 コ ン サ ル タ ント 業 ク リ ー ニ ン グ 業 印 刷 製 版 業

3％ あん摩・マッサージ又は指圧・はり・きゅう・柔道整復
その他の医業に類する事業 装 蹄 師 業

 個人の事業税の法定業種と税率

仕
事
と
税
金
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（ウ）譲渡損失の控除と繰越控除
直接事業の用に供する資産（機械、装置、車両等。ただし、土地、家屋等を除く。）を譲

渡したために生じた損失額については、事業の所得の計算上、控除することができます。青
色申告をした方は、翌年以降3年間、繰越控除ができます。

② 事業主控除
　控除額は、年間290万円（営業期間が1年未満の場合は月割額）です。

事業を
行った
月　数

事業主
控除額

1か月

242,000

2か月

484,000

3か月

725,000

4か月

967,000

5か月

1,209,000

6か月

1,450,000

7か月

1,692,000

8か月

1,934,000

9か月

2,175,000

10か月

2,417,000

11か月

2,659,000

12か月

2,900,000

（単位：円）

 不動産貸付業と駐車場業の認定基準
貸付不動産の規模、賃貸料収入及び管理等の状況などを総合的に勘案して、不動産貸付業・駐車

場業の認定を行い、課税します。
なお、共有物件は持分にかかわりなく共有物件全体の貸付状況により認定し、税額は持分に応じ

て計算します。また、信託物件も貸付件数等に含みます。

≪不動産貸付業・駐車場業の認定基準≫

＊1　独立的に区画された2以上の室を有する建物は、一棟貸しの場合でも室数により認定します。
＊2　土地の貸付件数は、一つの契約において2画地以上の土地を貸し付けている場合、それぞれを1件と認定します。
＊3　土地を駐車場用地として一括して貸し付け、貸し付けた相手方が駐車せず、第三者に駐車させている場合、住宅用以外の土地の貸付けと認定します。

 個人の事業税の減免は
納期限までに申請することにより減免になる場合があります。詳しくは、82ページをご覧ください。
東京都では、低炭素型都市の実現に向けて、自主的な省エネ努力を促すため、独自に中小企業者

向け省エネ促進税制（事業税の減免）を行っています。詳しくは、24ページをご覧ください。

 個人の事業税の申告は
次の方は、毎年3月15日までに前年中の事業の所得などを、都税事務所・都税支所・支庁に申告

します。
（ア）�総収入金額から必要経費を差し引いた後の所得金額が、事業主控除額を超える方
（イ）繰越控除等を受ける方

ただし、所得税の確定申告や住民税の申告をした方は、個人の事業税の申告をしたものとみなされます。この場合には、それぞれの申
告書の「職業名」及び「事業税に関する事項」欄に必要事項を記入してください。課税対象となる方へは、納税通知書を送付いたします。

なお、事業を廃止した場合は、所得税の確定申告や住民税の申告とは別に、廃止の日から1か月以内（死亡による廃止の場合は4か月
以内）に個人の事業税の申告をする必要があります。

不
動
産
貸
付
業

駐
車
場
業

貸付用不動産の規模等（空室などを含む。）種類・用途等

住　　宅
① 一　戸　建 棟数が10以上
② 一戸建以外 室数が10以上

住宅以外
③ 独 立 家 屋 棟数が5以上
④ 独立家屋以外 室数が10以上

⑤ 住　宅　用 契約件数が10以上又は貸付総面積が2,000㎡以上
⑥ 住宅用以外 契約件数が10以上

⑦ 上記①～⑥の貸付用不動産を複数種
 　保有している場合

①～⑥の総合計が10以上又は①～⑥いずれかの基準を
満たす場合

一定規模の旅館、ホテル、病院など特定業務の用途に供さ
れる建物

競技、遊技、娯楽、集会等のために基本的設備を施した
不動産（劇場、映画館、ゴルフ練習場など）

⑧ 上記①～⑦の基準未満であっても
 　規模等からみて、不動産貸付業と認定
　 される場合

貸付用建物の総床面積が600㎡以上であり、かつ、当該貸付
用建物の賃貸料収入金額が年1,000万円以上の場合（権利
金、名義書換料、更新料、礼金、共益費、管理費等は除きます。）

建築物・機械式等である駐車場
寄託を受けて保管行為を行う駐車場

上記以外の駐車場＊3　　 駐車可能台数が10台以上

駐車可能台数が1台以上（駐車可能台数は問いません。）

土
地

＊2

建
物

＊1
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○ 23 区内の法人の事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人の都民税に係る都税事務
所の所管区域一覧

都税事務所
千代田都税事務所 千代田区、文京区

所管区域

中央都税事務所 中央区、江東区、江戸川区
港 都 税 事 務 所 港区
新宿都税事務所 新宿区、中野区、杉並区
台東都税事務所 台東区、墨田区、　飾区

都税事務所
品川都税事務所 品川区、大田区

所管区域

渋谷都税事務所 渋谷区、目黒区、世田谷区
豊島都税事務所 豊島区、板橋区、練馬区
荒川都税事務所 荒川区、北区、足立区

（注1）�八王子都税事務所・立川都税事務所の所管区域については、92ページをご覧ください。
（注2）�主たる事務所等が所在する区にある都税事務所の窓口でも申告書の受付を行っています。

 申告と納税は
仕
事
と
税
金

納める方
▶�都内に事務所又は事業所を設けて事業を行っている法人（公益法人等は収益事業を行っている場合に限る。）
▶人格のない社団や財団で、収益事業を行い、法人とみなされるもの

納める額

課税標準額 × 税率

納める時期と方法
下記の「申告と納税は」により、主たる事務所等の所在地を所管する都税事務所・都税支所・支庁に
特別法人事業税・地方法人特別税・法人の都民税とあわせて申告して納めます。

申告の種類 納める税額 申告と納税の期限

中間申告＊1
事業年度が
6か月を超
える法人＊2

（1）予定申告 ÷ ×6＊3前事業年度
の税額

前事業年度
の月数

事業年度開始の日以後
6か月を経過した日から2か月以内＊4

（2）仮決算に基づく
中間申告＊5

仮決算の所得※（収入）金額×税率
※外形標準課税法人の場合は、
　所得（収入）金額、付加価値額、資本金等の額

※外形標準課税法人の場合は、
　所得（収入）金額、付加価値額、資本金等の額

確定申告 －
×税率－中間納付額

所得※（収入）
金額

事業年度終了の日から２か月以内 ＊6
（定款等の定め又は特別の事情があることによって、
上記期間内に決算についての定時総会が招集されな
い法人の申告期限については３か月以内（通算法人
は４か月以内）、ただし延長申請が必要）＊7

（注1）	他の道府県にも事務所等を設けている法人は、事業の種類によって従業者数あるいは事務所・事業所数と従業者数な	
どを基準にして、関係都道府県ごとに各割ごとの課税標準の総額をあん分して計算した税額を申告して納めます。

（注2）	平成22年 9月30日以前に解散した法人の申告については、東京都主税局ホームページをご覧ください。
＊1 �　以下の法人は、中間申告義務がありません。
　　　①所得を課税標準とする法人で、法人税の中間申告義務がない法人
　　　　なお、通算親法人が協同組合等である通算子法人はこの限りではありません。
		  　※①に該当する場合であっても、外形標準課税法人又は収入割を申告する法人は、中間申告義務があります。
　　　②�特別法人
　　　③�清算中の法人（清算中の通算子法人を含む。）　（清算中の各事業年度について）
＊２　通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が６か月を超え、かつ、当該通算親法人

事業年度開始の日以後６か月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人と読み替えます。
＊３　通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後６か

月を経過した日の前日までの月数を乗じます。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した場合は、６か月
とならないときがあります。

＊４　通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後６か月を経過した
日から２か月以内と読み替えます。

＊５　以下の法人は、仮決算に基づく中間申告を行うことができません。
　　　①仮決算による中間申告税額が、予定申告に係る事業税額を超えている法人
　　　②通算親法人が協同組合等である場合の通算子法人のうち、所得割を申告納付すべき法人
＊6 �　�残余財産が確定した場合の確定申告の申告期限は、残余財産確定の日から１か月を経過する日と残余財産の最終分配

日の前日とのいずれか早い日となります。ただし、通算子法人の残余財産確定の日が、通算親法人の事業年度終了の
日である場合はこの限りではありません。

＊7 �　�会計監査人を置いている法人で、かつ定款等の定めによって事業年度終了の日から３か月以内（通算法人は４か月以内）
に決算についての定時総会が招集されない場合の申告期限は、事業年度終了の日から６か月を超えない範囲内で知事
が指定する月数の期間内となります（ただし延長申請が必要です。）。
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 税率は
東京都では、超過課税を実施しており、あわせて、資本金の額（又は出資金の額）と所得の大きさ

などによって異なる税率を適用する不均一課税を行っています。

＊１　特定卸供給事業に係る税率は、令和４年４月１日以後に終了する事業年度から適用されます。
＊２　�令和４年４月１日以後に開始する事業年度においては、導管ガス供給業に限ります（それ以外のガス供給業は１号又は４号に区分されます。）。令和４年

３月31日以前に開始する事業年度においては、導管ガス供給業、ガス製造事業者が行うガス供給業及び旧一般ガスみなしガス小売事業者（電気事業法
等の一部を改正する等の法律（平成27年法律第47号）附則第22条第１項の義務を負う者に限ります。）が行うガス供給業に限ります。

＊３　�令和４年３月31日以前に開始する事業年度においては、外形標準課税法人の場合も軽減税率を適用する場合がありましたが、令
和４年４月１日以後に開始する事業年度においては、外形標準課税法人は軽減税率の適用対象外となりました。

(注１)　�（　　）内の税率は、東京都での適用はありませんが、特別法人事業税の基準法人所得割額・基準法人収入割額の計算に用います。
(注２)　令和元年9月30日までに開始する事業年度の税率については、東京都主税局ホームページをご覧ください。
（注３）　�所得割は、各事業年度の所得を課税標準として、課税標準に税率をかけて算定します。付加価値割は、各事業年度の付加価値額

を課税標準として、課税標準に税率をかけて算定します。資本割は、各事業年度の資本金等の額を課税標準として、課税標準に
税率をかけて算定します。収入割は、各事業年度の収入金額を課税標準として、課税標準に税率をかけて算定します。

法人の事業税

【税率表の見方】

＊1事業年度終了の日の現況によります。解散した法人については東京都主税局ホームページをご覧ください。
＊2所得割については課税標準となる年所得額、収入割については課税標準となる年収入金額により、それぞれ判定します。
なお、事務所等が複数の都道府県にある法人は、分割前の課税標準となる年所得額・年収入金額によります。

＊2
年所得額が2,500万円超
又は年収入金額が2億円超

＊1
資本金の額又は出資
金の額が1億円超

＊1
資本金の額又は出資金
の額が1,000万円以上

外形標準課税
法人に該当 ＊1

事務所等がある都道
府県の数が３以上

不均一課税
適用法人の税率
（標準税率）

1号該当
3号該当
2号該当
4号該当

公益法人等、人格のな
い社団等又は特別法人
普通法人

超過税率

1　標準税率と超過税率のどちらを適用するか判定します。

軽減税率
適用法人

軽 減 税 率
不適用法人

2 　「軽減税率不適用法人」に該当するか判定します（上記「事業の区分」１号の事業を行う場合）。

（注）1～4号とは、地方税法第72条の2第1項各号を指します。

令和4年4月1日以後
に開始する事業年度
令和４年３月31日以前
に開始する事業年度 いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

はい
いいえ

はい

はい

はい

普通法人
（②及び③の法人を
除く。）
公益法人等
人格のない社団等

①及び②の法人

③の法人

特別法人
〔法人税法別表第三に
掲げる協同組合等（農
業協同組合、信用金
庫等）及び医療法人〕

外形標準課税法人
〔資本金の額（又は出
資金の額）が１億円を
超える普通法人（特定
目的会社、投資法人、
一般社団・一般財団
法人は除く。）〕

２号、３号
及び４号
以外の事業

1
号

①

②

電気供給業（小売電気事業等・発電事業等・
特定卸供給事業＊１を除く）、ガス供給業（一定
のものに限る＊２）、保険業又は貿易保険業

特定ガス供給業

２
号

3
号

4
号

年400万円を超え
年800万円以下の所得

年400万円以下
の所得
年400万円を
超える所得

軽
減
税
率
適
用
法
人

軽
減
税
率
適
用
法
人

軽
減
税
率
適
用
法
人

所
得
割

所
得
割

所
得
割③

小売電気事業
等、発電事業
等又は特定卸
供給事業＊１

年400万円以下の所得

年800万円を超える所得

年400万円を超え
年800万円以下の所得

年400万円以下の所得

年800万円を超える所得

軽減税率不適用法人

軽減税率不適用法人

軽減税率不適用法人
付加価値割
資本割

収入割

収入割
所得割
収入割

付加価値割
資本割
収入割

付加価値割
資本割

令和4年4月1日以後に
開始する事業年度

令和2年4月1日から令和4年3月
31日までに開始する事業年度

令和元年10月1日から令和2年3月
31日までに開始する事業年度事業税の区分法人の種類

事業の区分
地方税法
第72条の２
第１項各号 超過税率

不均一課税
適用法人の税率
（標準税率）

超過税率
不均一課税

適用法人の税率
（標準税率）

超過税率
不均一課税

適用法人の税率
（標準税率）

税率（％）

（ ）
3.5

5.3

7.0

3.5

4.9

(1.0)＊３

―
―

1.0

0.75
1.85
(0.75)
―
―

(0.48)
―
―

3.75

5.665

7.48

3.75

5.23

1.18＊３

1.26
0.525

1.065

0.8025
1.9425
0.8025
0.3885
0.1575
0.519
0.8085
0.336

3.5

5.3

7.0

3.5

4.9

(0.4)

(0.7)

(1.0)

―
―

1.0

0.75
1.85
(0.75)
―
―
1.0

3.75

5.665

7.48

3.75

5.23

0.495

0.835

1.18

1.26
0.525

1.065

0.8025
1.9425
0.8025
0.3885
0.1575
1.065

3.5 

5.3 

7.0 

3.5 

4.9 

(0.4)

(0.7)

(1.0)

―
―

1.0 

1.0 

(1.0)

1.0 

3.75 

5.665 

7.48 

3.75 

5.23 

0.495 

0.835 

1.18 

1.26
0.525

1.065 

1.065 

1.065 

1.065 
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法人の事業税／中小企業者向け省エネ促進税制（事業税の減免）

 設立・設置・異動の届出
以下の場合は、期間内に登記事項証明書などの書類を添付して届出書を提出してください。

届 出 の 種 類 届 出 の 期 限
法人を設立した場合又は都内に初めて事務所等を設けた場合 開始・設置の日から15日以内

都内の事務所等を廃止した場合
又は資本金を変更するなど届出事項に変更が生じた場合 廃止・変更の日から10日以内

法人税に係るグループ通算制度（連結納税）の承認等があった場合 承認等の日から15日以内

届出様式は、東京都主税局ホームページからも入手できます。

中小企業者向け省エネ促進税制（事業税の減免）

減免手続
事業税の納期限（申告期限の延長承認を受けている法人の場合はその日）までに、減免申請書及び必要書類を
提出してください。なお、申請期限を過ぎると減免を受けることができませんので、ご注意ください。

対 象 者 「地球温暖化対策報告書」等を提出した中小企業者 

※資本金１億円以下の法人等、個人事業者が該当します。

対象設備

次の要件を満たすもの
① 特定地球温暖化対策事業所等以外の事業所において取得されたもの
　 ・ 特定地球温暖化対策事業所等とは、3年連続消費エネルギー量1,500kℓ以上の事業所をいいます。
② 「省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備」（減価償却資産）で、東京都が導入推奨機器として指定した
　もの（指定された導入推奨機器は、東京都ホームページで公表しています。）

減
免
額

法
人

個
人

対
象
期
間

法
人

個
人

平成22年3月31日から令和8年3月30日までの間に終了する各事業年度に設備を取得し、事業の用に供した
場合に適用

平成22年1月1日から令和7年12月31日までの間に設備を取得し、かつ、事業の用に供した場合に適用

設備の取得価額（上限2,000万円）の2分の1を、取得年の所得に対して翌年度に課税される個人事業税額か
ら減免（ただし、個人事業税額の2分の1を限度）
※1 減免しきれなかった額は、翌年度の個人事業税額から減免可
※2 設備を取得した年と事業の用に供した年が異なる場合は、事業の用に供した年の所得に対して翌年度に課税される個人事
　　 業税額から減免します。

設備の取得価額（上限2,000万円）の2分の1を、取得事業年度の法人事業税額から減免
（ただし、当期法人事業税額の2分の1を限度）
※1 減免しきれなかった額は、翌事業年度等の法人事業税額から減免可
※2 設備を取得した事業年度と事業の用に供した事業年度が異なる場合は、事業の用に供した事業年度の法人事業税額から減免します。

仕
事
と
税
金



25 特別法人事業税・地方法人特別税（国税）

特別法人事業税・地方法人特別税（国税）
特別法人事業税及び地方法人特別税は国税ですが、都道府県が法人の事業税とあわせて課税及び

徴収します。
特別法人事業税は、令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用されます。また、地方法

人特別税は、平成20年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度に適用されます。

　法人の事業税（所得割・収入割）の納税義務のある法人

（注）平成26年9月30日までに開始する事業年度の税率については、東京都主税局ホームページをご覧ください。

＊特定卸供給事業に係る税率は、令和4年4月1日以後に終了する事業年度から適用されます。

■特別法人事業税

■地方法人特別税

法人の事業税とあわせて、法人の事業税と同じ方法（22ページ参照）により、都道府県に申告
して納めます。

法人の事業税額（所得割額・収入割額）＊ 1 ＊ 2 × 税　率

＊1	 標準税率で計算した所得割額（基準法人所得割額）・収入割額（基準法人収入割額）です。
		  なお、標準税率とは、地方団体が課税する場合に通常よるべき税率として地方税法に規定された税率をいいます。

＊2	 特別法人事業税については、小売電気事業等、発電事業等及び特定卸供給事業に係る所得割額は含まれません。

納める時期と方法

税　　率

納める額

納める方

課税標準 法人の種類

税率（％）

基準法人所得割額
外形標準課税法人・特別法人以外の法人
外形標準課税法人
特別法人

37
260
34.5

30

40

30

基準法人収入割額

令和元年１０月1日から
令和２年３月３１日までに
開始する事業年度

令和２年４月１日から
令和４年３月３１日までに
開始する事業年度

37
260
34.5

30

40

62.5

令和４年４月１日以後に
開始する事業年度

小売電気事業等、発電事業等、特定卸供給事
業＊又は特定ガス供給業を行う法人以外の法人

小売電気事業等、発電事業等又は特定卸供
給事業＊を行う法人

特定ガス供給業を行う法人

37
260
34.5

30

30

30

課税標準 法人の種類

税率（％）
平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで
に開始する事業年度

平成28年4月1日から
令和元年9月30日まで
に開始する事業年度

基準法人所得割額
外形標準課税法人以外の法人 43.2

414.2

43.2

43.2

93.5

43.2

外形標準課税法人

基準法人収入割額

平成26年10月1日から
平成27年3月31日まで
に開始する事業年度

43.2

67.4

43.2
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法人の都民税・市町村民税

仕
事
と
税
金

法人の都民税・市町村民税
都内に事務所や事業所などがある法人に課税される税金で、一般に「法人住民税」といわれています。

これには、都民税と市町村民税の二つがあり、それぞれ「法人税割」と「均等割」からなっています。

 税率は
（1）法人税割＊1

東京都では法人税割の超過課税を実施しており、あわせて、資本金の額（又は出資金の額）が1億円
以下*2で、かつ、法人税額が年1,000万円以下*3の法人は、標準税率となる不均一課税を行っています。

16.3

4.2

道府県民税相当分4.2 ＋
市町村民税相当分12.1

12.9

9.7～ 12.1＊4

3.2

不均一課税適用法人の税率
（標準税率）

超過税率

道府県民税相当分3.2 ＋
市町村民税相当分9.7

10.4

2.0

道府県民税相当分2.0 ＋
市町村民税相当分8.4

区　　分

都
民
税

２３区内に事務所等
がある場合

市町村に事務所等
がある場合

市町村民税

7.0

6.0～ 8.4＊4

1.0

不均一課税適用法人の税率
（標準税率）

超過税率

令和元年10月1日以後に開始する事業年度

税率（％）

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度

道府県民税相当分1.0 ＋
市町村民税相当分6.0

＊1 法人税割額は、課税標準となる法人税額に税率をかけて算定します。  
＊2 事業年度又は連結事業年度終了の日の現況によります。
＊3 �事務所等が複数の都道府県にある法人や、都内における事務所等が23区と市町村との両方にある法人は、分割前の課税

標準となる法人税額によります。
＊4 それぞれの市町村の条例で、標準税率から制限税率の間で定められています。
(注) 平成26年9月30日までに開始する事業年度の税率については、東京都主税局ホームページをご覧ください。

納める方

都内に事務所又は事業所のある法人や収益事業を行っている人格のない社団や財団など。
また、都内に寮、保養所、宿泊所、クラブなどをもつ法人や、収益事業を行わない公益法人・特定非
営利活動法人等も、均等割だけは課税されます。

納める額

▶法人税割額

課税標準となる法人税額 * × 税  率 　＊ 連結申告法人の場合は、個別帰属法人税額

▶均等割額
　27ページの表をご覧ください。

納める時期と方法

都内における主たる事務所等の所在地を所管する都税事務所等に申告して納めます（所管都税事務
所等については、92ページをご覧ください。）。
○	23区内の法人は、都の特例として、市町村民税相当分もあわせて都民税として所管の都税事務所
に申告して納めます。

○	市町村に事務所等がある法人は、都税事務所・都税支所・支庁に都民税を申告して納めるほか、
市役所、町村役場に市町村民税を申告して納めます。



27 法人の都民税・市町村民税

（2）均等割＊1

（ア）東京都内における事務所等が23区内のみにある場合
�　主たる事務所等の所在地を所管する都税事務所に、法人の都民税相当分と市町村民税相当
分を合算した下表Aの金額を納めます。
　なお、主たる事務所等がある区のほかにも23区内に事務所等がある場合は、下表Aの金額
に従たる事務所等所在の特別区の数に応じた下表Cの金額を加算して納めます。

（イ）東京都内における事務所等が市町村のみにある場合
�　都税事務所・都税支所・支庁に下表Bの金額を、市役所・町村役場に下表Cの金額を納めます。

（ウ）東京都内における事務所等が23区内と市町村との両方にある場合
�　主たる事務所等の所在地を所管する都税事務所・都税支所・支庁に、下表Bの金額に事務
所等が所在する特別区の数に応じた下表Cの金額を加算して納めます。また、市役所・町村役
場に下表Cの金額を納めます。

法人等の区分 都民税
A

都民税
B

市町村民税
C

公共法人、公益法人等、収益事業を行う人格のない社団や財団、
特定非営利活動法人、一般社団法人・一般財団法人　等 5万円

5万円
12万円
13万円
15万円
16万円
40万円
41万円
175万円
41万円
300万円

7万円

7万円
14万円
18万円
20万円
29万円
53万円
95万円
229万円
121万円
380万円

2万円

2万円

5万円

13万円

54万円

80万円

1千万円以下

1千万円超～  1億円以下

  1億円超～10億円以下

10億円超～50億円以下

50億円超～

50人以下
50人超
50人以下
50人超
50人以下
50人超
50人以下
50人超
50人以下
50人超

上
記
以
外
の
法
人

資
本
金
等
の
額

区
市
町
村
内
の
従
業
者
数

＊2

＊1  均等割は、資本金等の額や従業者数等に応じて、課税されます。
＊2  地方税法第23条第1項第4号の2で規定する資本金等の額をいいます。

なお、当該金額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合には、�
資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額を基準として、均等割額を算出します。

（注） 保険業法に規定する相互会社の場合、資本金等の額は、純資産額となります。

 中間申告納付は
　事業年度の期間が6か月を超える法人＊1 は、当該事業年度開始の日から6か月を経過した日から2か
月以内＊2 に中間申告納付を行います。ただし、法人税の中間申告義務がない場合＊3 及び寮等のみが所
在する場合は、中間申告の必要はありません。
　予定申告を行う場合の法人税割額は、「前事業年度の税額 × 6＊4 ÷ 前事業年度の月数」で計算します。
＊１ �通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人事業年度が６か月を超え、かつ、当該通算親法

人事業年度開始の日以後６か月を経過した日において通算親法人との間に通算完全支配関係がある法人と読み替えます。
＊２ �通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後６か月を経過した日

から２か月以内と読み替えます。
＊３ 通算親法人が協同組合等である場合の通算子法人はこの限りではありません。
　　 ただし、当該通算子法人は仮決算に基づく中間申告を行うことができません。
＊４ ��通算子法人の場合は、通算子法人の事業年度開始の日から、その日の属する通算親法人の事業年度開始の日以後６か月

を経過した日の前日までの月数を乗じます。通算親法人の事業年度中途で通算グループに加入した場合は、６か月とな
らないときがあります。
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事業所税

都市環境の整備及び改善に関する事業に要する費用に充てるための目的税で、地方税法で定められた
都市においてのみ課税される市町村税です。東京都では、23区内において特例で都税として課税され
るほか、武蔵野市、三鷹市、八王子市及び町田市の4市＊で課税されます。
＊ 当該4市の事業所税については、各市役所にお問い合わせください。

○事業所税（23区内）にかかる都税事務所の所管区域一覧

 事業所等とは
事務所又は事業所をいい、所有して使用しているものだけでなく、借りて使用している場合も含まれ

ます。具体的には、事務所、店舗、工場、倉庫などが該当します。

 免税点の判定
法人の場合は事業年度末日の現況により、個人の場合は12月31日の現況により、資産割、従業者割ご

とに判定します。

事業所税

都税事務所 所 　 管 　 区 　 域
千代田都税事務所 千代田

（注）主たる事業所等が所在する区にある都税事務所の窓口でも申告書の受付を行っています。

区、文京区、北区、荒川区、足立区

中央都税事務所 中央区、台東区、墨田区、江東区、　飾区、江戸川区

港 都 税 事 務 所 港区、品川区、大田区

新宿区、目黒区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、
豊島区、板橋区、練馬区新宿都税事務所

納める方

▶資産割
�　23区内全域の事業所等の床面積の合計が1,000㎡（免税点）を超える規模で事業を行う法人又は個人
▶従業者割
�　23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人（免税点）を超える規模で事業を行う法人又は個人

納める額

▶資産割　　 事業所床面積（㎡）× 税率 600 円

▶従業者割　 従業者給与総額 × 税率 0.25％

納める時期と方法

法人の場合は事業年度終了の日から2か月以内に、個人の場合は事業を行った年の翌年3月15日
までに、23区内における主たる事業所等の所在地を所管する都税事務所に申告して納めます。
なお、法人の事業税・法人の都民税等とは異なり、申告期限の延長制度はありません。
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事業所税の申告�
納税のための申告のほか、次の申告が必要です。
（注1）23区内の事業所税に係る申告については、eLTAX（エルタックス）を利用した電子申告、電子申請・届出を受け

付けています。詳しくは32ページをご覧ください。

（注2）マイナンバー制度の導入に伴い、申告書をご提出いただく際に個人番号又は法人番号の記入が必要となる場合があ
ります。マイナンバー制度について詳しくは90ページをご覧ください。

（1）免税点以下申告
次の（ア）〜（ウ）のいずれかに該当するときは、法人の場合は事業年度終了の日から２か月

以内に、個人の場合は事業を行った年の翌年3月15日までに申告が必要です。
（ア）前事業年度又は前年の個人に係る課税期間において納税義務を有していた場合
（イ）23区内全域の事業所等の床面積の合計が800㎡を超え1,000㎡以下の場合
（ウ）23区内全域の事業所等の従業者数の合計が80人を超え100人以下の場合

（2）事業所等の新設・廃止申告
23区内において事業所等を新設又は廃止した方が申告義務者となり、新設又は廃止した日から1か

月以内に申告が必要です。

（3）事業所用家屋の貸付等申告
23区内において事業所税の納税義務者（事業を行う法人・個人）に事業所用家屋を貸し付けて

いる方が申告義務者となります。
（ア）新たに貸付けを行うこととなった場合
　　  新たに貸付けを行った日から２か月以内に申告が必要です。

（イ）貸付内容に異動が生じた場合
　　  貸付内容に異動が生じた日から１か月以内に申告が必要です。

○23区内における上記（1）〜（3）の申告書の提出先
（１）          ：主たる事業所等の所在地を所管する都税事務所＊

＊	主たる事業所等が所在する区にある都税事務所でも受付を行っています。

（２）・（３）：新設若しくは廃止した事業所等又は貸し付けている事業所用家屋の所在地を所管す
る都税事務所＊

＊	新設若しくは廃止した事業所等又は貸し付けている事業所用家屋が所在する区にある都税事務所でも受
付を行っています。

申告書は、東京都主税局ホームページからも入手できます。
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鉱区税／固定資産税（償却資産）

地下の埋蔵鉱物を採掘する権利（鉱業権）を与えられていることに対して課税されます。

土地及び家屋以外の固定資産（償却資産）を所有している方に課税される市町村税で、多摩・島
しょ地域にある固定資産（償却資産）については市町村が課税しますが、23 区内にある固定資産（償
却資産）については、特例で都が都税として課税しています。

 償却資産とは
土地及び家屋以外の事業用の資産で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の所

得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるものです。例えば、会社や個人で事業を行っている方
が事業用に取得した構築物、機械、器具、備品等があります。

 償却資産の種類と具体例
資産の種類 具　　体　　例

構　　　築　　　物

機 械 及 び 装 置

船　　　　　　　舶

航　　　空　　　機

車両及び運搬具

工具、器具及び備品

受変電設備、舗装路面、庭園、門・塀・緑化施設等の外構工事、看板（広告塔等）など

各種製造設備等の機械及び装置、機械式駐車設備（ターンテーブルを含む。）など

ボート、釣船、漁船、遊覧船など

飛行機、ヘリコプター、グライダーなど

パソコン、陳列ケース、看板（ネオンサイン）、医療機器、測定工具、金型、
理容及び美容機器、衝立、ルームエアコン、応接セット、レジスター、自動販売機など

大型特殊自動車（分類番号が「0、00～09及び000～099」、「9、90～99及び
900～999」の車両）など

固定資産税（償却資産）

鉱区税

納める方

都内にある鉱区に鉱業権を所有する方

納める額

納める額鉱区の種類

試掘鉱区
砂鉱を目的としない
鉱業権の鉱区

砂鉱を目的とする
鉱業権の鉱区

面積１００アールごとに
年額２００円＊

面積１００アールごとに
年額4００円＊

延長１，０００mごとに
年額６００円

面積１００アールごとに
年額２００円

採掘鉱区

河床

非河床

　＊石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱区は上記の金額の２／３です。

納める時期と方法

原則として5月。都税事務所・支庁から送付する納税通知書で納めます。



31

 申告から課税までのながれ

申告書の提出
（1月末まで）

都税事務所

価格等の決定
及び

課税台帳への
登録

（3月末まで）

課税台帳に
登録した旨
の公示

（4月上旬）

課税台帳の閲覧（86～88ページ参照）

・ 審査の申出（47ページ参照）
・ 審査請求（80ページ参照）

納税通知書
交付（課税）
（6月上旬）

納　期
（6月、9月、
12月、2月）

価格等の算出

◇申告書の提出
賦課期日（1月1日）現在所有している償却資産を、その年の1月31日までに、資産が所在する

区にある都税事務所に申告していただきます。
償却資産の申告書の作成に当たっては、法人の方は固定資産台帳や法人税申告書（別表16（1）（2）

等）を、個人の方は所得税の申告における減価償却明細、固定資産を管理している帳簿等を基に
行ってください。

 こんな場合には
◇建物を所有されている場合
　受変電設備や蓄電池設備等の建物附属設備、機械式駐車設備（ターンテーブルを含む。）、外構工
事や広告塔等の構築物が、償却資産として固定資産税の課税対象となります。
◇事務所等を借りている方（テナント等）の場合
　テナント等が取り付けた内装、造作、建築設備等については、償却資産として固定資産税の課
税対象になります。
◇少額の減価償却資産の取扱い�  ○＝申告対象　×＝申告対象外

取得価額
償却方法 10万円未満 10万円以上

20万円未満
個 別 減 価 償 却 ○ ○ ○

中 小 企 業 特 例 ○

一 時 損 金 算 入 ×

○ ○

3 年 一 括 償 却 × ×

30万円以上

○

20万円以上
30万円未満

 （注）取得価額が20万円未満の資産についても、申告対象となる場合があります。         

納める方
1月1日現在の償却資産の所有者として、固定資産課税台帳に登録されている方

納める額

課税標準額 × 税率 1.4％

なお、評価計算の結果、課税標準額が150万円（免税点）未満の場合には課税されないため、納
税通知書はお送りしません。

納める時期と方法
原則として、6月、9月、12月、2月の年4回。第１期の納付月（6月）に送付する納税通知書に
より、各納期に納めます（各市町村の納期は104ページをご覧ください。）。
納付方法について、詳しくは75〜78ページをご覧ください。

固定資産税（償却資産）
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東京都では、法人の事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人の都民税、23区内の事業所税、23区内
の固定資産税（償却資産）、都民税（利子割・配当割・株式等譲渡所得割）、都たばこ税、ゴルフ場利用税、宿泊税
について、eLTAX（地方税ポータルシステム）を利用した電子申告等の受付を行っています。あわせて、法人の
事業税・特別法人事業税・地方法人特別税・法人の都民税、23区内の事業所税、都民税（利子割・配当割・株式
等譲渡所得割）、都たばこ税、ゴルフ場利用税、宿泊税について、eLTAXを利用した電子納税も行っています。
東京都で利用できるサービスは下表のとおりです。

（令和6年4月1日現在）

（注）上記のほか、徴収猶予の申請と換価の猶予の申請を行うことができます。

＜地方税共通納税システムについて＞
eLTAXを活用して、全ての地方公共団体に対して、一度の手続でまとめて電子納税を可能とす

るシステムです。
詳細は78ページ又は以下のeLTAXホームページをご確認ください。

＜ のご利用時間＞
【各手続の受付時間】月曜日〜金曜日　8時30分〜24時　（休祝日、年末年始12/29～1/3を除く。）

※その他、休日にご利用いただける日がございます。詳しくは、eLTAXホームページをご確認ください。
＜利用手続についてのお問合せ＞

【 ホームページ】 https://www.eltax.lta.go.jp/
【 ホームページの「よくあるご質問」】

https://eltax.custhelp.com/
＜申告内容・納税についてのお問合せ＞
【電子申告、電子申請・届出】所管都税事務所の各税目担当班
【電子納税】所管都税事務所の徴収管理班

電子申告・電子納税等のご案内

○予定申告　　　○中間申告
○確定申告　　　○均等割申告
○清算確定申告　○修正申告

など

○法人設立・設置届出
○異動届出
○法人事業税減免申請
（中小企業者向け省エネ促進税制）
○更正の請求
○申告書の提出期限の延長の処
分等の届出・承認等の申請
○法人税に係るグループ通算制度
（連結納税）の承認等の届出 

など

○本税の納付
○延滞金の納付
○加算金の納付
○見込納付・みなし
納付

法人の事業税
特別法人事業税
地方法人特別税
法人の都民税

事業所税
（23 区内）

○納付申告
○修正申告
○免税点以下申告
○事業所用家屋貸付等申告

○事業所等新設・廃止
○事業所税減免申請
○みなし共同事業に関する明細

など

○営業の開廃等の報告

○本税の納付
○延滞金の納付
○加算金の納付

固定資産税
（償却資産）
（23 区内）

○償却資産申告 ̶̶̶ ̶̶̶

都民税
（利子割・配当割・株式
等譲渡所得割）

○通常申告(当初申告)
○追加申告 ̶̶̶

○本税の納付
○延滞金の納付
○加算金の納付

都たばこ税
○通常申告・修正申告
○還付請求申告

○本税の納付
○加算金の納付
○延滞金の納付

○特別徴収義務者登録等の申請
○課税免除の届出

○本税の納付
○加算金の納付
○延滞金の納付

○特別徴収義務者登録等の申請
○申告納期限の特例適用者指定等の申請
○合算申告納入等の申請
○外国大使等に対する課税免除の申請

○本税の納付
○加算金の納付
○延滞金の納付

ゴルフ場利用税 ○納入申告

宿泊税 ○納入申告

電子申請・届出 電子納税電子申告

税目共通の手続の
電子化

令和５年10月16日（月）から、更正の請求等の共通的な手続を電子化しました。
税目ごとに対応する手続の一覧及び税目共通の手続の詳細は、eLTAXホームページの「PC 
desk Next特設ページ」をご確認ください。

eLTAX　イメージキャラクター
エルレンジャー


